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○筑西市自主防災組織活動育成事業費補助金交付要項 

平成２０年３月３１日 

市告示第５１号 

改正 平成２４年３月２２日市告示第３７号 

平成２６年５月９日市告示第６６号 

（趣旨） 

第１条 この要項は、自主防災組織活動の育成に関する事業（以下「自主防災組織活動育成事業」という。）

に対し、市予算の範囲内において筑西市自主防災組織活動育成事業費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２６市告示６６・一部改正） 

（定義） 

第２条 この要項において「自主防災組織」とは、筑西市自主防災組織認定要綱（平成２６年市告示第６

５号）第３条第２項の規定により認定を受けた組織をいう。 

（平２６市告示６６・一部改正） 

（補助対象者等） 

第３条 補助対象者、補助対象経費及び補助金の限度額は、別表第１のとおりとする。 

（平２６市告示６６・全改） 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織（以下「申請者」という。）は、自主防災組織活動

育成事業費補助金交付申請書（様式第１号）に別表第２に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければ

ならない。 

２ 前項の交付申請は、１組織当たり１回に限るものとする。 

（平２６市告示６６・一部改正） 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地

調査等を行い、適当と認めるときは、自主防災組織活動育成事業費補助金交付決定通知書（様式第２号。

以下「交付決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することがで

きる。 

（平２６市告示６６・一部改正） 

（申請の取下げ） 

第６条 申請者は、申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書の送付を受けた日から２０日以内

に、自主防災組織活動育成事業費補助金交付申請取下届（様式第３号）により市長に届け出なければな

らない。 

（補助事業の中止等） 

第７条 第５条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の

交付対象となった事業（以下「補助事業」という。）を中止し、又は廃止しようとするときは、あらか

じめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、

速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して３０日を経

過する日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、自主防災組織活動育成事業費補助金実績

報告書（様式第４号）に別表第２に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

（補助金の請求等） 

第９条 補助金は、補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要がある

と認めるときは、補助事業の完了前に、補助金の全部又は一部を概算払若しくは前金払により交付する

ことができる。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、自主防災組織活動育成事業費補助金交付請求
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書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。 

（１） 交付決定通知書 

（２） 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

（財産処分の制限） 

第１０条 補助事業により購入した防災用資機材等（別表第１補助対象経費の欄に規定するものをいう。）

は、５年間処分することができない。 

（平２６市告示６６・一部改正） 

（証拠書類の保存） 

第１１条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起

算して５年間保存しなければならない。 

（平２６市告示６６・旧第１２条繰上・一部改正） 

（補則） 

第１２条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（平２６市告示６６・旧第１３条繰上） 

附 則 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年市告示第３７号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行し、改正後の筑西市自主防災組織活動育成事業補助金交付要

項の規定は、同日以後の補助対象事業に係る補助金の交付申請について適用する。 

附 則（平成２６年市告示第６６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

（平２６市告示６６・全改） 

補助対象者 補助対象経費 補助金の限度額 

本市の区域内に存する自

主防災組織 

地域防災カルテ・地域防災マップの作成、自主防

災組織の活動に要する資機材及び備蓄食糧（以下

「防災用資機材等」という。）の購入に係る経費 

１組織当たり 

２００,０００円 

（備考１） 

防災用資機材等の例 

使用目的 防災用資機材等品目 

初期消火 消火器、消火器ボックス、小型消防ポンプ、ホース、バケツ 

救出救護 メガホン、ヘルメット、担架、救急箱、救助用ロープ、チェーンソー、ハンマー、バ

ール、スコップ、ジャッキ 

避難誘導 発電機、防水シート、コードリール、携帯用投光機、非常用ローソク、非常持出袋、

懐中電灯、誘導旗、腕章、毛布、テント、簡易トイレ、簡易ベッド、リヤカー、ゴム

ボート、小型無線機 

備蓄食糧 ろ水機、炊出用かまど、乾パン、アルファ米、水（缶、ペットボトル） 

その他 スチール製物置、机、いす 

（備考２） 

補助対象外経費 （１） 工事費、塗装費、修理費、手数料、賃借料、使用料 

（２） カメラ、ビデオ、パソコン、映写機等の啓発用資機材、燃料等の備蓄食糧以

外の消耗品の購入に係る経費 

（３） 消火栓、埋設管、井戸、避難標識（工事を要するもの）の設置に係る経費 

別表第２（第４条、第８条関係） 

（平２６市告示６６・全改） 

申請時添付書類 実績報告時添付書類 

（１） 自主防災組織認定書の写し 

（２） 事業計画書 

（３） 収支予算書 

（１） 事業報告書 

（２） 収支決算書 

（３） 地域防災カルテ及び地域防災マップ 
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（４） 地域防災カルテ及び地域防災マップの作成見

積書（写） 

（５） 防災用資機材等購入見積書（写） 

（６） 自主防災組織規約 

（７） 自主防災組織機構図 

（８） その他市長が必要と認める書類 

（４） 購入防災用資機材等領収書（写） 

（５） 購入防災用資機材等の写真 

（６） その他市長が必要と認める書類 
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様式第１号（第４条関係） 

（平２６市告示６６・全改） 

様式第２号（第５条関係） 

（平２６市告示６６・全改） 

様式第３号（第６条関係） 

（平２６市告示６６・全改） 

様式第４号（第８条関係） 

（平２６市告示６６・全改） 

様式第５号（第９条関係） 

（平２６市告示６６・全改） 

 


